
信号機のある交差点では、信号機の信号に従わなければなりません。 

一時停止の道路標識がある場合は、必ず一時停止してください。 

２ 

夜間、自転車で走る際には前照灯及び尾灯（または反射器材）を付ける

必要があります。早めの点灯や自身を目立たせる工夫をしてください。 

３ 

  

令和 ８ 年                                       第５号            

    

５ 月 ２６ 日 

 

 

 

 

 

     

  
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

     

     

    

    
 

自転車は軽車両（車両の仲間）です。歩道通行して良い場合であって

も、歩道では徐行してください。 

１ 

酒気を帯びて、自転車を運転してはいけません。（3 年以下の拘禁刑

または50万円以下の罰金） 

４ 

 

自転車に乗車する際は、乗車用ヘルメットを着用しましょう。 

児童・幼児の保護者は、児童・幼児が自転車等に乗るときは、乗車用ヘル

メットを被らせましょう。 

５ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設の窓口に掲示するなど、必要な方々にご覧いただけるようご協力ください。 

滋賀県警察本部交通企画課 高齢者交通安全推進室 ふれあいチーム 

TEL 077-522-1231（代表） Ｅﾒｰﾙ x0022@police.pref.shiga.jp 

胸部 

紹介動画はこちら     


